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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結合材で含浸された繊維材料（プリプレグ）を形成するため結合材による炭素繊維織物
の含浸を含む、平面状の炭素繊維織物を基礎とする湿性摩擦要素のための摩擦材料の製造
方法において、当該方法が、以下の工程：
　（ａ）　その少なくとも表面に流路状のくぼみ（１０）が存在するように糸が互いに織
り合わされた織物を使用する工程；
　（ｂ）　炭素繊維織物を作るために、熱的に安定化されたポリアクリルニトリル繊維か
らなる糸を織物に使用し、次いで当該織物を炭化する工程、又は、炭素繊維織物を作るた
めに、ポリアクリルニトリル繊維からなる糸を織物に使用し、この織物が熱的に安定化さ
れ、次いで織物を炭化する工程；
　（ｃ）　プリプレグ（１）を硬化期間中周囲温度に対し高められた硬化温度下で硬化さ
せる工程、及び
　（ｄ）　工程（ｃ）での硬化期間の開始前、又は工程（ｃ）での硬化期間の少なくとも
一部の期間にわたって、又は工程（ｃ）での硬化期間の開始前及び硬化期間の少なくとも
一部の期間にわたって、プリプレグ（１）の表面に加圧手段（２）を用いて機械的に圧力
を加える工程、
を含むこと、を特徴とする摩擦材料の製造方法。
【請求項２】
　加圧力が４～８×１０５Ｐａの範囲にあることを特徴とする請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　結合材の成分が摩擦材料全質量に対し２５～５０重量％の範囲にあることを特徴とする
請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　硬化温度が５０～１８０℃の範囲にあることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　結合材としてフェノール樹脂が使用されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項６】
　プリプレグ（１）が圧縮の前に両側をそれぞれ剥離箔（８）で覆われることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　織物があや織りを有するように織られることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　加圧が加圧手段（２）によって行われ、そのプリプレグ（１）に向く表面が平らである
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　加圧が加圧手段（２）及び剥離箔（８）の双方又は一方によって行われ、その少なくと
もプリプレグ（１）に向く表面が構造化されていることを特徴とする請求項６記載の方法
。
【請求項１０】
　加圧手段（２）及び剥離箔（８）の双方又は一方の構造が、プリプレグの少なくとも表
面に流路状のくぼみ（１０）が押してつけられるように形成されていることを特徴とする
請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　結合材に黒鉛又はカーボンブラックの粒子が添加されることを特徴とする請求項１～１
０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　結合材が部分的又は完全に炭化されることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１３】
　プリプレグの加圧プロセスが硬化期間の開始後時間をずらして開始され、硬化期間の終
了とほぼ同時に終了されることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法により作られ、平らな炭素繊維織物を基礎
とする湿式摩擦要素のための摩擦材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結合材で含浸された繊維材料（プリプレグ）を形成するため結合材による炭
素繊維織物の含浸を含む、平面状の炭素繊維織物を基礎とするクラッチライニング又はシ
ンクロンメッシュリングライニングのような湿性摩擦要素のための摩擦材料の製造方法、
及びこの方法により製造された摩擦材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような湿性摩擦要素においては、摩擦パートナーの摩擦面から摩擦接触によって生
ずる熱を導出するため、湿性媒体、例えば油が用いられる。冒頭にあげた方法は公知であ
り（例えば、特許文献１参照）、その方法は炭化された繊維から織られた樹脂含浸の織物
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からなる摩擦材料に関するものである。
【０００３】
　このような織物は、既に炭化された繊維からなる糸から作られるか、又は先ずポリアク
リルニトリル繊維の糸から織物が作られ、次いでこの織物が全体として炭化される。その
織物は樹脂含浸され、その結果織物を組織する糸の個々の炭素繊維束間のすきまは部分的
に樹脂によって充填される。この樹脂は熱分解によって部分的又は完全に、無定形の炭素
に変換される。
【０００４】
　このような織物は組織／表面構造を有し、この構造は油の蓄え及び流出路に供される。
織物は一方では織物の個々の糸間に開いたすきまを含み（マクロ構造）、他方では糸内部
の個々の繊維束間に孔及び間隙を含む（ミクロ構造）。従って、油に伝達された摩擦熱を
搬出するため、摩擦材料は油によって十分に洗われることが可能である。さらに、あまり
滑らかで平らな表面は、摩擦終了にとって望ましくない流体動力学的な潤滑膜の形成を促
進する。
【０００５】
　織物に樹脂を含浸する間、過剰の樹脂を取り除くことが必要不可欠である。その際、上
述の刊行物によれば、摩擦材料のミクロ構造及びマクロ構造を破壊しないようにするため
、圧力の使用ははっきりと避けられるべきものとされている。しかしながら、摩擦材料の
ミクロ構造及びマクロ構造は、ある限度で有害でもある。何故なら、それらの構造は、湿
性摩擦パートナーの接触の瞬間に、油が接触圧力によって表面から摩擦材料の内部へ逃げ
ることを可能にするが、そこから油により伝達された熱を湿性摩擦要素の外にある油循環
路の部分、例えばクラッチハウジング又はトランスミッションハウジングへ取り込むには
、ミクロ構造及びマクロ構造により形成された流路の流通抵抗が比較的高いため、油を再
び摩擦材料から外へ運び出すのが極めて困難である。これに対し、油が湿性摩擦要素の内
部へのみ逃げて行くのではなく、少なくとも油の一部は湿性摩擦要素の表面に沿って所望
の方向に流出し、同時に新しい又は既に冷却された油が流入するのであれば有利である。
【０００６】
　前述の特許文献から公知の織物は編み構造を有し、この織物においては緯糸と経糸との
卓状部が織物から同じ高さに突き出ている。この織物は、いわゆる平織りの織物を生じ、
上にある経糸との結合点と上にある緯糸との結合点との市松模様状の配置を持っている。
しかしながら、市松模様状に配置された結合点の公知の配置は湿性摩擦要素の表面に沿っ
た油の流れを妨げる。
【特許文献１】米国特許第５６６２９９３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これに対し本発明の課題は、冒頭に述べたような方法をさらに発展させ、一方では有利
な摩擦特性と使用条件下で良好な熱導出とを保障し、他方では高い機械的剛性と耐久性と
を有する摩擦材料を作ることができる方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は本発明によれば、結合材で含浸された繊維材料（プリプレグ）を形成するた
め結合材による炭素繊維織物の含浸を含む、平面状の炭素繊維織物を基礎とする湿性摩擦
要素のための摩擦材料の製造方法において、プリプレグが硬化期間中周囲温度に対し高め
られた硬化温度下で硬化され、硬化期間の開始前、又は硬化期間の少なくとも一部の期間
にわたって、又は硬化期間の開始前及び硬化期間の少なくとも一部の期間にわたって、プ
リプレグがその表面に加圧手段を用いて機械的に圧力を加えられることにより解決される
。
【発明の効果】
【０００９】
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　プリプレグを加圧することによって摩擦材料の圧縮率は低下し、その結果この摩擦材料
は後の摩擦利用の際にはほぼ予備圧縮性は持たず、従ってその寸法を形を変えることなく
一定に保持する。同時に摩擦材料の剛性は高められる。さらに、加圧プロセスによって、
摩擦材料の所望の厚さを狭い許容差で正確に調節することができる。さもなければ、摩擦
材料は機械的な表面処理、例えば研磨によって、所望の厚さになるようにしなければなら
ない。しかしながらこのような研磨プロセスにおいては、表面を走る繊維及び糸が損傷を
受け、その結果織物の完全性が損なわれる。さらに、加圧プロセスは材料をさらに圧縮し
、その結果材料の透過性を減少させる。圧力をかけた状態での結合材の流れによって、樹
脂の分布は一定になり、その結果摩擦材料の構造はより均質になる。さらに、圧力下に行
われる結合材の流れは、孔の少なくとも部分的な閉鎖ないし孔の縮小を生じ、これは材料
圧縮に匹敵する。上述の処理によって材料内部への油の流出は減少し、材料表面に沿う油
の流出が促進され、結果として熱搬出が改善される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明による摩擦材料の出発材料としては、明確な溝構造を持ったすべての織物が有利
に適している。そのための代表的な例は、あや織りによる織物である。あや織りの特徴は
、経糸及び緯糸に斜めに織物表面上を走る結合線である。そのようにして作られた織物は
、より深く存在する領域からなる連続した、例えば斜めのしま（以下では溝又は流路状の
くぼみという）及び高くなった領域（以下では稜線という）によって特徴付けられる。従
って、油流路を形成する溝内に存在する油は妨げられることなく表面に沿って流出し、そ
れゆえ摩擦熱を搬出することができ、その際溝は例えばクラッチハウジング又はトランス
ミッションハウジング内に含む油で再び満たされる。流路状の溝又はくぼみは、特に摩擦
材料を基層、例えばクラッチプレート又はシンクロンリングに固定する場合、どの方向に
も合わせることができ、従って隣接する領域から領域へ特に油の流入及び流出がしやすい
有利な方向にも合わせることができる。特に、流路状の溝又はくぼみは、クラッチハウジ
ング又はトランスミッションハウジング内にあらかじめ設けられた油流に合わせることが
できる。
【００１１】
　本発明による摩擦材料を製造するための適切な出発材料の好ましい例が図１及び図２に
示されている。10cm当りそれぞれ130の経糸及び緯糸を有するあや織り布2／2の織り方の
織物が問題となっており、そこでは糸は14／2Nm（メートル法による番号）の糸細さ及び
単位面積当たりの重さ400g／cm２を持ったより糸である。図１においては織物の斜めの構
造を持っている状態が明確に認められるのに対し、図２は認められ得る個々の結合点、個
々の糸間のくぼみないし小さな開口、及び糸における個々の繊維束間の穴を有する織物の
小さな断片を示す。
【００１２】
　特に好ましい変形においては、片面織物が使用され、即ち稜線構造及び溝構造が織物の
一方の側において他方の側より著しくなっている。織物の強く構造化された側は摩擦面と
して設けられ、一方それに比し平らな側は基層、例えばクラッチライニング担体又はシン
クロリングライニング担体との接着に適している。何故なら後者の側は溝構造及び稜線構
造を持った表面より大きくかつ閉じた粘着面を持つからである。構造化された表面と平ら
な表面とを有するこのような織物に対する一例は、あや織り布2／1の織り方を有する織物
である。
【００１３】
　図３は、種々の基礎結合型を有する織物の構成を図示したものである。比較的幅の広い
貫通した溝を有するあや織り織物に比べて、平織りの織物は斜めに走る溝を備えず、上に
存在する経糸との結合点と上に存在する緯糸との結合点との市松模様配置を備える。これ
に対し、サテン結合ないししゅす結合はばらばらに存在する結合点を特徴とし、その結果
この場合も連続した斜めの溝及び稜線は形成され得ない。それ故これらの織物は本発明に
よる摩擦材料の製造のための好ましい出発材料を形成しないが、以下に説明されるように
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、これらの織物を含浸状態で適切な表面構造にすることは可能である。
【００１４】
　織物製造のための糸は、既に熱的に安定化されたポリアクリルニトリル（PAN）繊維か
らなるか、又はPAN繊維からなる織物に炭化の前に熱的な安定化が施される。熱的安定化
において、PAN繊維は伸長下で好ましくは200～400℃における空気酸化によって融解不能
の形に変えられる。上述の織物の製造のためには、伸長して裂かれ酸化されたポリアクリ
ルニトリル繊維から紡がれた糸が特に適していることが判明した。この糸の番手は120～1
70texの間にある。好ましくはねじられた糸が使用され、特に好ましくは２つの反対方向
にねじられた糸をねじることによって得られるより糸、又は複数のより糸を互いにねじる
ことによって得られる糸が用いられる。これらのねじられた糸の重要な利点は、圧力が作
用した際、個々の繊維が並んで平面内で平らに横になるようなことがなく、従って糸は常
にある立体的な構造を有する点にある。
【００１５】
　次いで織物は炭化される。即ち900～2500℃の間の温度で、空気を遮断して熱的に処理
される。既に炭化された繊維から織物を作るより、まず織物を作りそれからこの織物を全
体として炭化するほうがより有利である。何故なら、炭素繊維は出発繊維より本質的に硬
く脆いからである。炭化の期間中に繊維の炭素含有量は、水素、酸素及びヘテロ原子、特
に窒素の放出により上昇し、フィラメント内の炭素骨格の橋カケ度は増大する。1000℃に
おいて熱処理が行われると、約80質量％の炭素含有量が得られ、温度が高いほど高い炭素
含有量が得られる。例えば、1800℃で熱処理が行われると、95質量％の炭素含有量が得ら
れる。上述の炭化温度範囲に対しては大まかな近似が成立する。即ち、処理温度が高いほ
ど、繊維の炭素含有量は大きく、材料の熱的安定性及び弾性モジュールは高い。
【００１６】
　次のプロセスステップにおいて、織物は結合材、好ましくは樹脂で含浸される。液状樹
脂として又は溶解物（ホットメルト樹脂）として使用されるフェノール樹脂が用いられる
のが好ましい。このようにしてプリプレグ、即ち合成物質（樹脂）で含浸され、その含浸
合成物質がまだ硬化されていない平たい繊維物質が得られる。
【００１７】
　熱処理及び含浸のプロセスステップは連続して行われるのが好ましく、即ち織物がロー
ルからほどかれ、適当な温度及び雰囲気を持った１つ又は複数の炉に導かれ、続いて樹脂
浴、圧延カレンダー又は他の含浸装置を通して導かれる。続いて樹脂が硬化され、その結
果合成物質マトリックスが炭素繊維で強化された合成材料（炭素繊維強化合成物質 CFK）
が得られる。このプロセスは連続的にも不連続的にも実施することができる。
【００１８】
　樹脂は本発明の摩擦材料においては複数の機能を満たす。先ず、織物の糸を互いに結合
し、織物内にそれらの位置に固定する結合材として作用する。樹脂含有量が低い場合には
繊維束は表面の樹脂膜で覆われるだけであるが、樹脂含有量が高くなると、繊維束は厚い
樹脂マトリックス内に埋め込まれ、従って例えば摩擦による機械的負荷からも保護される
。さらに、結合材の付加によって織物は機械的に強化され、即ち織物は硬くなり、その圧
縮性が低下する。
【００１９】
　さらに、樹脂含浸は織物の油に対する透過性及びそれに伴い摩擦材料の表面を横切る油
の流れを減少させる。油が摩擦材料の内部へ完全に流出することは望ましくない。何故な
ら、摩擦熱を吸収しかつ溝又は流路状のくぼみに沿って側方へ排出させるため、摩擦装置
の片方と摩擦接触する摩擦材料の表面に油が必要とされるからである。他方において、樹
脂膜は個々の繊維束及び全織物構造の表面を平らにする。しかしながら、稜線と溝とから
なる織物の有利な構造が完全に平均化されることは、樹脂の適当なドーピングによって避
けなければならない。
【００２０】
　樹脂含浸された織物１は、図４に示されるプレススタンプ４とプレスマスタ６とからな
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る加圧手段２を使用して、好ましくは４～８×１０５Ｐａのプレス圧及び例えば５０～１
８０℃の硬化温度で加圧され、その際プリプレグ１は加圧前に両側をそれぞれ剥離箔８に
よって覆われる。剥離箔８は、プリプレグを加圧手段２から取り出した後プリプレグ１の
表面から取り除かれる。上述の範囲の硬化温度の選択は樹脂の種類に合わせられる。
【００２１】
　これらの処置は一方では樹脂の硬化を生じ、他方では樹脂含浸された織物が所望の厚さ
に圧縮される。自動車分野に使用するための摩擦材料の代表的な厚さは、±10％の厚さ許
容差で0.2～0.7mmの範囲にある。プリプレグの加圧により生じる他の利点は、既に詳細に
述べたところである。
【００２２】
　驚くべきことに、加圧プロセスの後も織物の稜線と溝とからなる当初の構造はなお識別
し得るほどに保持されていることが示された。このことは、50質量％の樹脂含有量で、圧
縮され樹脂含浸された織物を示す図５から認めることができる。稜線と溝との間の高さの
差は出発材料（図１）におけるより小さくなっているようであるが、なお織物の斜めのく
ぼみを認めることができる。もっと高い拡大度（図６）で材料を観察すると、繊維は十分
に樹脂マトリックス内に埋め込まれているが、織物の流路状のくぼみ１０及び平面から突
出する稜線１２がなお存在している。拡大度が高いため、図６においてはこのようなくぼ
み１０及び稜線１２のみが認められ、一方隣接するくぼみ及び稜線は既に画像面の外側に
ある。
【００２３】
　樹脂含有量は、元の織物の有利な構造を樹脂含浸後及び加圧プロセス後も保持するのに
寄与することが示された。一方では、プリプレグの機械的安定性及び剛性を保障し、摩擦
材料の圧縮性を下げ、油浸透性を下げるため、樹脂含有量は十分高くなければならない。
他方では、稜線及び溝構造が厚い樹脂層による完全な包囲によって完全に平らになるほど
樹脂含有量が多いことは許されない。
【００２４】
　25～50質量％の範囲の樹脂含有量においては、摩擦材料は上述の条件下での加圧後もな
お油の流れに適切な溝構造を備えることが明らかになった。この表面のあらさＲＺは約30
～50μmの値であり、それによって本発明による摩擦材料は湿性摩擦材料においては望ま
しくない流体動力学的フィルムの形成が僅かであるという傾向がある。
【００２５】
　樹脂含有量及び樹脂硬化時の加圧が、摩擦材料のあらさＲＺ、空気透過度及び孔サイズ
分布のような材料の種々のパラメータに及ぼす影響は、表１にまとめられた測定値から引
き出すことができる。毛細管透過孔測定法を使用して、摩擦材料を通るガス流の測定によ
って孔サイズ分布が求められた。そのため乾燥した試料と液で濡れた試料に対する流過が
、加えられる圧力の関数として測定される。孔サイズにとって決定的に重要なのは湿式測
定である。ガス圧が高いほど、液体が排除される孔は密である。ワッシュバーン（Washbu
rn）式を使用して、理想的な濡れの仮定のもとに、差圧から孔サイズを計算することがで
きる。乾燥流量／濡れ流量の比、いわゆるフィルター流は、孔の頻度についてのメッセー
ジを与え、その結果例えば平均孔直径を求めることができる。その際いわゆる気泡点は、
流過を形成するため加えられるガス圧が初めて十分になる点である。
【００２６】
　結局のところ、摩擦材料のあらさＲＺは加圧プロセスによって、また樹脂含有量が増す
とともに減少することが確認される。さらに、樹脂含有量の増加とともに摩擦材料の空気
に対する透過度及び孔サイズ分布の幅が減少し、その際このことは特に小さな孔の損失を
免れない。あらい近似では、空気透過度とともに油浸透性も減少することから出発するこ
とができる。このことは、より多くの油が摩擦表面で利用できるから有利である。加圧プ
ロセスの結果、孔サイズ分布の幅も減少し、その際樹脂含有量の増加とともに特に材料の
ミクロ構造に属する小さな孔及び個々の繊維間のすきまは閉鎖され、マクロ構造はそれほ
ど損なわれない。



(7) JP 5113983 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【００２７】
【表１】

【００２８】
　代替の変形例によれば、稜線及び溝構造を持っていない、又は極めて僅かの稜線及び溝
構造を持った織物が上述のようにして炭化され樹脂含浸され、そのようにして得られたプ
リプレグ１が加圧プロセスの経過で構造化される（図６）ことにより、有利な摩擦材料を
得ることができる。このことは、構造化されたプレススタンプ４によって行うことができ
るが、また加圧プロセスの際通常プレススタンプ４とプリプレグ１との間に挟まれる剥離
箔８又は剥離紙に、そのプリプレグ１に向く側に例えば型押しプロセスによって、プリプ
レグ１上に作るべき構造のネガに相等する構造が設けられ、次いでこの構造がなお流動性
を持つ樹脂に写される。圧縮すべき構造は、既に上述の、とりわけ全表面を通して延び表
面の油流路を形成するくぼみを含んでいる。
【００２９】
　プリプレグ１の摩擦面として先に設けられた表面のみが稜線及び溝構造を備え、一方基
層と結合するために設けられた裏側には、貼り付けるためにより適した平らな元の構造が
そのままにされる。
【００３０】
　この変形例に対しては、織物内の糸がなお可撓性を有し、織物が従ってもっと以前のゆ
るやかな結合を持ち、その配置において圧縮すべき型に適合し得るようにするのが好まし
い。さもなければ、型づくりは織物の樹脂被覆上にのみ作用し、樹脂のみを含み繊維は殆
ど又は全く含まないような稜線が生じることになるであろう。突き出した稜線１２のみが
対となるものと摩擦接触するから、この場合には繊維の好ましい摩擦特性を発現しない。
【００３１】
　加圧及び硬化の後、摩擦材料はすぐにも使用することができ、適切な、即ち熱及び油に
安定な接着材で基層、例えばクラッチプレート又はシンクロンリングの摩擦表面上に固定
することができる。一方の側が構造化された材料の場合には、より大きい、閉じた粘着面
を有する平らな側が接着材を介して基層と結合され、稜線及び溝構造を有する表面が摩擦
材料面として作用する。
【００３２】
　他の実施形態によれば、摩擦材料の樹脂部分は部分的に又は完全に炭化され、例えば不
活性雰囲気で800～1500℃において固相熱分解によって炭素に変換される。それによって
、マトリックスが炭素からなり、炭素繊維織物で強化された結合材料（炭素繊維強化炭素
「CFC」）が生じる。炭化の際樹脂層は、揮発性成分の分離による質量損失の結果収縮す
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る。それ故、硬化され圧縮された摩擦材料の、溝が部分的に樹脂で満たされ稜線と溝との
高さの差が元の織物に比し減少している図５及び図６に示される構造が掘り返される、即
ち織物の元の稜線及び溝構造が再びより以上に現れる。最終的な構造は、CFC材料が炭化
後場合によっては新たに樹脂で含浸され、樹脂が硬化され、炭化されることによって、充
填度に関して変えられ得る。場合によっては最後の炭化プロセスの後、もう一度樹脂含浸
が行われ、続いて硬化のみが行われるが、炭化はされない。
【００３３】
　摩擦材料の孔の充填度を変える他の可能性は、炭化中に収縮しない黒鉛又はカーボンブ
ラックからなる粒子を含浸樹脂に添加することにある。
【００３４】
　炭素繊維強化炭素材料は、特にその高い温度安定性にすぐれている。何故ならこの材料
はほとんど熱的に崩壊され得る成分をもはや含まないからである。他の卓越した特徴は、
機械的安定性及び剛性及びその結果として現れる、負荷の強さが変動する場合にも高い耐
負荷性である。これらの有利な特性は、僅かな比重と結び付いている。炭素繊維強化炭素
材料は、その製造のために前駆物質として使用される炭素繊維強化合成物質より軽い。何
故なら樹脂の熱分解が質量損失と結び付くからである。
【００３５】
　上述の説明から、本発明の方法によって、意図された利用に対し注文に応じた組成及び
微細構造を持った極めて多様な摩擦材料を作ることができることがわかる。すべての好ま
しい摩擦材料の共通の特徴は、従来技術の摩擦材料における切削加工された油溝に比肩し
得るほどに有利に油搬出に作用する稜線及び溝構造である。
【００３６】
（実施例）
　摩擦材料に対する出発材料は、図１及び図２に基づくあや織り２／２の斜めに延びる流
路状のくぼみを有する織物を形成した。この織物は、レゾール系の液状樹脂を、全質量の
５０％の樹脂含有量になるように含浸された。このようにして作られたプリプレグの硬化
プロセスは、約８０℃の温度で約５０分にわたる処理で始められた。図４による機械的な
加圧プロセスの枠組みにおける加圧力の印加は２段階で行われ、その第１の約１０分の加
圧段階は硬化プロセスの開始後約５０分で始められ、約４×１０５Ｐａの加圧力のもとに
行われ、一方続く第２の加圧段階に対しては加圧力は約７×１０５Ｐａに高められ、その
第２の加圧段階は約６５分継続した。特に第１の加圧段階の開始と同時に、硬化温度は、
第２の加圧段階が始まるちょっと前に約１３０℃に達するように高められた。第２の加圧
段階の経過においてさらに硬化温度はもう一度高められ、好ましくは約１５０℃に高めら
れた。硬化温度を周囲温度に下げることによって、第２の加圧段階も加圧力を周囲圧に下
げることによりほぼ同時に終了した。硬化温度を高め始めてからその周囲温度へ下げるま
での全硬化時間は約１２５分であった。
【００３７】
　従って要約すれば、機械的加圧プロセスは硬化期間の開始後時間をずらして、即ち硬化
期間内のある時点で開始され、硬化期間の終了とほぼ同時に終了された。結果は、図５及
び図６に従い摩擦材料は稜線及び溝からなる織物の元の構造はなお認め得るほどに保持さ
れ、表１の行２に従う材料パラメータを備えていた。
【００３８】
　上述とは異なり、硬化期間の開始に先立ちプリプレグの機械的加圧プロセスを始め、加
圧プロセスは硬化期間内の任意の時点に、又は硬化期間の終了時に終わるようにすること
もできる。また、加圧プロセスは硬化期間の開始前に始め、かつ終わることも可能である
。
【００３９】
　加圧されない試料との比較
　上述の好ましい方法に従い作られた６つの試料と同じ50重量％の樹脂含有量を有するが
加圧されない１つの試料との間の材料特性の相違を確認するため、これらの試料が圧縮試
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験及び試験規格ASTM F 36-66によるスプリングバック試験にかけられた。この規格に従え
ば、厚さａの各試料が先ず無負荷状態で測定され、22.2N（５lbf）で15秒の負荷後測定さ
れ厚さｐが生じ、1112N（250lbf）で60秒の負荷後測定され厚さｍが生じ、さらに22.2N（
5lbf）で15秒の負荷後測定され厚さｒが生じる（表２参照）。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　試料の測定された厚さｐ及びｍから、22.2Nで15秒の負荷後の厚さｐと1112Nで60秒の負
荷後の厚さｍとの差に相等する圧縮率（μｍ）が決定された。次いで相対圧縮率（％）が
圧縮の厚さｐに対する比から決定された。
【００４２】
　さらに、試料の厚さｒと厚さｐの差に相等する試料のスプリングバック（μm）も計算
された。最後に相対スプリングバック（％）がスプリングバックの圧縮率に対する比から
計算された。
【００４３】
　結果として、圧力をかけないで硬化された試料の相対圧縮率は55.6％、その相対スプリ
ングバックは20.4％であることが確認された。それに対し、所定の圧力/温度体系に相応
して硬化された６つの試料の相対圧縮率はただの8.4％～9.2％の間にあり、相対スプリン
グバックは81.6％～86.1％の間の値であった。特に、本発明による摩擦材料の相対圧縮率
は8％～10％の間、その相対スプリングバックは80％～90％の間になる。そのことから、
本発明による、即ち圧力下で硬化された摩擦材料は、圧力がかかった際ほぼ形を変えない
という結果が生ずる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の方法のための出発織物の倍率10の平面図である。
【図２】図１に示す出発織物の倍率34の平面図である。
【図３】種々の織物種の構成の概略図である。
【図４】樹脂で含浸された出発織物の加圧プロセスの説明図である。
【図５】本発明による摩擦材料の倍率10の平面図である。
【図６】図５に示す摩擦材料の倍率120の断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　プリプレグ
　２　加圧手段
　４　プレススタンプ
　６　プレスマスタ
　８　剥離箔
　１０　くぼみ



(10) JP 5113983 B2 2013.1.9

　１２　稜線

【図３】

【図４】



(11) JP 5113983 B2 2013.1.9

【図１】



(12) JP 5113983 B2 2013.1.9

【図２】



(13) JP 5113983 B2 2013.1.9

【図５】



(14) JP 5113983 B2 2013.1.9

【図６】



(15) JP 5113983 B2 2013.1.9

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ１６Ｄ  69/02     (2006.01)           Ｆ１６Ｄ  69/02    　　　Ｂ          　　　　　
   Ｂ２９Ｋ  61/04     (2006.01)           Ｂ２９Ｋ  61:04    　　　　          　　　　　
   Ｂ２９Ｋ 105/08     (2006.01)           Ｂ２９Ｋ 105:08    　　　　          　　　　　
   Ｂ２９Ｌ   9/00     (2006.01)           Ｂ２９Ｌ   9:00    　　　　          　　　　　
   Ｂ２９Ｌ  31/16     (2006.01)           Ｂ２９Ｌ  31:16    　　　　          　　　　　

(74)代理人  100112793
            弁理士　高橋　佳大
(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100156812
            弁理士　篠　良一
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(74)復代理人  100167852
            弁理士　宮城　康史
(72)発明者  ウド　グルーバー
            ドイツ連邦共和国　８６３５６　ノイゼース　パノラマシュトラーセ　２デー
(72)発明者  ゼバスチアン　グラッサー
            ドイツ連邦共和国　８６３１６　フリートベルク　ライテンヴェーク　１１
(72)発明者  オイゲン　プフィッツマイアー
            ドイツ連邦共和国　８６６７２　ティアーハウプテン　レヒフェルトヴェーク　１２アー
(72)発明者  ライナー　ボーデ
            ドイツ連邦共和国　８６４７７　アイントリング　チーグラーヴェーク　２２
(72)発明者  ゲルノート　ホッホエッガー
            オーストリア国　１０９０　ウイーン　リーヒテンシュタインシュトラーセ　６３

    合議体
    審判長  鈴木　正紀
    審判官  川端　修
    審判官  井上　茂夫

(56)参考文献  特開２００２－１７９８１１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０７１３３９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１８１０６４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０９２７３１（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第５８９５７１６（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　４３／００～４３／５８
              Ｄ０３Ｄ　　１／００、１５／１２
              Ｆ１６Ｄ　１３／６２、６９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

